
平成18年に成東町、山武町、松尾町、蓮沼村の３町１村が合併して誕生した
山武市は令和８年３月27日に市制施行（市になって）２０周年を迎えます。
この記念すべき節目を、市民のみなさんをはじめ、多くの方々とお祝いする
ために令和８年４月から令和９年３月までの間、記念事業を実施します。
そして、この記念事業を盛り上げるために、山武市の未来を担う小中学生の
方を対象に「キャッチフレーズ」を募集します。たくさんのご応募お待ちして
います。
なお、採用されたキャッチフレーズは山武市制施行２０周年を広くＰＲする
ために使用します。

◇注意事項
※詳細については、応募フォームやホームページに掲載されている「山武市制施行20周年記念
キャッチフレーズ募集要項」をご覧ください。

○応募時には保護者の同意を得たうえで応募してください。
○応募作品は提出後に修正することはできません。
○応募点数は１人１点とし、２回以上応募があった場合は、最初の応募作品を選考対象とさせ
ていただきます。
○応募に伴う個人情報については、この事業以外の目的で使用することはありません。ただし、
作品の採用者については、氏名、学校名、学年等を市のホームページや広報紙等に掲載する
とともに、報道機関を含めた関係者に提供することがあります。
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◇募集内容
市制施行２０周年を迎えた山武市の更なる発展や飛躍に向けての思い、未来へ
の希望・イメージをキャッチフレーズで表現してください。
また、応募の際にはキャッチフレーズに込めた思いや考えを100文字以内で記
載してください。

◇応募資格 山武市在住・在学の小中学生
※作品を考える際は、ぜひご家族でご相談ください。

◇応募方法 応募フォームから応募してください。
※市ホームページからも応募フォームにアクセスできます。
※スマートフォンやパソコンなどから応募フォームにアクセスできない場合は、
秘書広報課秘書係までお問い合わせください。

◇結果発表・表彰
記念事業のキャッチフレーズとして採用された作品は令和７年９月下旬以降
に市ホームページや広報紙等で発表します。
また、作品の採用者は令和７年度中に表彰する予定です。

応募フォーム


